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はじめに

OECD諸国の公益事業業界では改革によって規制方法が根本的に変わり、これまで規

制されていた伝統的な国営の公益事業業界に変革がおきています。これまでの国による

管理と規制に代わって、競争と市場原理への依存度が増したことにより、効率性、イノ

ベーション、消費者ニーズへの対応がより重視されるようになっているのです。

しかし、現在までのところ郵便部門ではこうした改革はほとんど行われていません。

大半のOECD諸国の郵便部門は依然として、今でも競争から保護されている垂直統合型

の国営独占企業体によって支配されています。

しかし、こうした独占体制も徐々に崩壊しつつあります。ファックス、インターネッ

ト、電子メール、電子マネー決済などあらゆる形の電子通信が、郵便事業の屋台骨を揺

るがせているのです。同時に、文書類や小包の速達という「料金が高めの」市場につい

ても、宅急便業者によって脅かされています。こうした競争により、郵便事業体はユニ

バーサルサービス義務に耐えられなくなってしまう恐れがあります。

郵便部門は経済の中核的なインフラ部門の１つです。郵便部門の効率性と顧客ニーズ

への対応力が改善すれば、経済成長が刺激され、グローバル化が促されるとともに、電

子商取引の普及も容易になる可能性があります。

郵便部門の自由化は、単に既存の規制による管理を撤廃すればよいという問題ではあ

りません。郵便部門の改革は、雇用やユニバーサルサービスの問題を考慮しつつ、慎重

に取り組んでいく必要があります。特に、基本的なサービスについては誰でも受けられ

るようにする新規制を導入するよう配慮しなければなりません。改革に乗り出している

国のこれまでの状況からすると、その前途は有望のようです。

本政策フォーカスは、競争法・政策委員会作業部会の円卓会議に基いて1999年10

月に出版されたOECD報告書「郵便部門の競争促進」の分析と結論を基に作成され

たものです。

郵便部門の競争促進

Promoting Competition in the Postal Sector

©OECD



OECD諸国の郵便事業体は現在、2つの主要

課題に直面している。

■ 第一に、電子通信や宅急便業者との競争

激化への対処
■ 第二に、効率性と顧客ニーズへの対応力

の改善や赤字縮小のための内部改革とリ

ストラ

電子通信の脅威は深刻である。電子通信シ

ステムの品質向上、高速化、普及により、電

気通信はますます物理的な郵便に取って代わ

りつつあり、一部では従来の収入の流れが脅

かされている。米国郵政公社総裁は次のよう

に予測している。

「郵便事業は過去5年間に、事業者間第一種

郵便の収入の約35％、金額にして60億ドルが、

電子メール、電話会議、ファックスに奪われた。

これらの電子サービス、中でも電子メールとフ

ァックスが、郵便事業の全収入の57％を占め

る第一種郵便の市場に食い込んでいる。」

カナダ・ポストは、こうした動きによりユ

ニバーサルサービスの維持が困難になるので

はないかと懸念している。

「書状の取扱量の伸びは宅配便やファック

ス、電子メール、電子振り替えなどの電子サ

ービスとの競争のあおりを受け、もはや経済

全体の成長ペースを下回っている。特に、カ

ナダ・ポストの書状郵便サービスの主な利用

者（銀行、公益事業会社、クレジットカード
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郵便事業体が今日直面している
課題は何か

会社など）は、電子サービスの費用効率が高

ければそれに移行する可能性が高い。こうし

た状況から、手ごろな均一料金でユニバーサ

ルサービスを今後とも続けていけるかどうか

深刻な脅威にさらされている。」

ある研究によれば、郵便事業体が最も大き

な打撃を受けるのは事業者間と事業者・個人

間の市場で、15～30％の収入減が予測されて

いる。

しかし、この収入減は、一部の郵便物、特

に通信販売業界の成長に伴う小包の伸びによ

って、一部相殺されると見られている。

二つ目の重要な課題は郵便事業体自身の改

革である。大半のOECD諸国では、郵便事業

体は巨大企業で、多数の従業員を雇い、通常

（例外もあるが）多額の赤字を垂れ流している。

例えばイタリアでは、郵便事業体の損失は収

入の12％にも達している。

過去10年間、多くの国が、国営事業改革や

法人化と呼ばれるプロセスを通して郵便事業

体の構造やガバナンスの改革を行ってきた。

こうした改革は、概して収益力、サービスの

質、生産性、効率性の大幅な改善につながっ

ている。例えば、ニュージーランドでは下記

の成果が挙がっている。

郵便事業体が今でも中央省庁の一部門とな

っている国には米国、日本、韓国などがある

が、この3ヶ国でも法人化に向けた政策の動き

が見られる。郵便事業体の民営化を行った国

は現時点ではオランダのみである。

法人化：改革への第一歩

法人化は、中央省庁や一部門を、他の民間

企業と同じような構造、ガバナンス制度、義

務、責任をもつ法人へと転換するプロセスで

ある。ニュージーランドでは、ニュージーラ

ンド・ポストの法人化が、この事業体の業績

改善への重要な一歩となった。民営化以降の

10年間（1987～1998年）に次のような効果

が認められた。
■ 生産性：1987年以降、人員は40％減り、

取扱量は20％増加した。
■ 収益力：1986～87年には3,790万NZドルの

損失を計上していたが、1996～97年には

4,770万NZドルの税引後利益を計上した。

■ 料金：1998年の書状の基本料金が名目で

1987年当時と同じ（40セント）というこ

とは、実質的には大幅な料金引き下げで

ある。しかも、地方への配達料（地方へ

の配達にかかる追加料金）も1995年には

廃止されている。大口顧客の企業には数

量割引と事前仕分け割引が適用されるよ

うになった。
■ サービスの質：基本料金での書状配達の

質が大幅に改善された。

出典：ニュージーランド商務省「ニュージーランドの郵

便サービス」、1998年5月
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どの産業の場合でも、自由化プ

ロセスは、その市場が競争に耐え

られるか否かを評価することから

始まる。市場が競争に耐えられる

場合、自由化は単に、市場への参

入、料金、サービスなどのコント

ロールを通じて競争を制限してい

るルールや規制を撤廃すればよい

ということになる。

しかし、市場が競争に耐えられ

ない場合には、さらに、一連の

生産過程の中に競争に耐えられ

る個別の「構成要素」や段階が

あるかどうかを見極めることが

必要となる。このような構成要

素については、郵便事業体が独

占し続けている「垂直型」ないし「補完型」

構成要素を他社に開放することを義務付けれ

ば、競争を導入できることが多い。これは、

構成要素を競争力のあるものとないものとに

垂直的に分離することで実施しやすくなる。

郵便部門では、速達郵便や小包などの種類

のサービスは明らかに競争に耐えられる。こ

れらの分野で競争を促進するには、主として、

郵便事業体に残されている独占分野の範囲を

狭めればよい。

通常の書状郵便の配達が競争に耐えられる

どうすれば郵便部門に
競争を導入できるか

かどうかはあまりはっきりしない。

郵便部門は、集荷、仕分け、輸送、配達な

どいくつかの補完的な業務に分けることがで

きる。最終的な配達が郵便取り扱いコストの

大部分を占めている。経済分析が示唆すると

ころによれば、最終的な配達では自然独占が

成立するかもしれないが、これは郵便物の数

量や配達頻度など多くの要因にかかっている。

特に大都市中心部における企業や法人への郵

便配達の場合は、競争になることが予想され

る。しかし、特に郊外の家庭への郵便配達に

ついては、いくつかの企業による効果的な競

Source: EC, Green Paper on the Development of the Single Market
for Postal Services, COM(91)476
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争が成立する可能性は考え

にくい（とはいえ、これも

配達地点の密集度など各国

に特有の要因に左右され

る）。

書状郵便の市場では、他

の企業に集荷、仕分け、輸

送などの補完的サービスの

提供を認め、最終的な配達

のみを郵便事業体に任せる

ようにすれば、競争を導入

できる。

こうした方法による一種

の競争は既に多くの郵便事

業体が認めており、郵便を

大量に発送する企業などに

対しては、郵便物の仕分け

と輸送を各自が行うという

条件で通常の郵便料金の割

引きを行っている。

オーストラリアやニュー

ジーランドなど一部の国で

は、新規参入者が郵便事業

体の配達サービスを、郵便

事業体のリテール料金より

安い料金で利用できる明示

的な体制を確立している。

効果的な競争を導入する上では、以下のよ

うなその他の競争推進政策も必要になるかも

しれない。

■ 郵便事業体が、顧客から全郵便物を一括

して引き受けるのと引換えに不当な割引

を提供したり、競争力のある郵便サービス

と競争力のないサービスとを「抱合せ」

販売したりすることなどを禁止するルール

（競争法上のルールなど）
■ 郵便受けや私書箱が郵便事業体の建物内

にある場合でも、競合する郵便配達業者

がそれらを差別なく利用できるようにす

るルール
■ 個人の顧客が複数の業者にいちいち現住

所を知らせなくても済むような、住所変

更と郵便物転送の集中管理制度

大半のOECD諸国は、郵便事業体に、一定

レベルの品質のサービスを通常経済的に不適

正な料金で提供するよう義務付けている。例

えば、配達や集荷を一定の頻度で行ったり、

最寄りの郵便局までの距離を一定範囲内に制

限するよう義務付けている。

国内の配達については、ほとんどの国が全

国均一料金か「地帯別」料金にするよう義務

付けている。このため、面積が広く人口密度

の低い国では、遠隔地や地方への配達ルート

などの、コストが高くつくか、取扱量が少な

いルートで定期的な配達を維持するのは採算

が取れなくなってしまう可能性がある。

自由化を行う前にあらかじめどのような義

務が実際のところ採算ベースに乗らないかを

見極めるのは、多くの場合、困難である。民

間業者は地帯別料金を採用しているケースが

多い。ニュージーランドの郵便事業体は、厳

ユニバーサルサービス義務に
どう対処するか
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しい競争の下で、規制で定

められている最小限のサー

ビス以上のサービスを提供

している。スウェーデンで

は、国内津々浦々でサービ

スを提供するというのは、

郵便事業体にとって負担と

いうよりむしろ競争優位と

いう考え方がとられた。

仮にこうした義務の一部

は真に非商業ベースだと仮

定しよう。大半の国では、

これらの義務を果たすため

のコストは、内部相互補助

によって賄われている。し

かし、内部相互補助は、競

争によって脅かされるとと

もに、競争の性格を歪めて

しまう可能性が強い。内部

相互補助が行われている場

合、郵便部門への新規参入

者は、収益性の高い低コス

ト市場に的を絞る可能性が

強い。たとえその市場では

郵便事業体の方がより効率

的なサービスを行える場合

でも、である。もし新規参

入組の事業がうまくいけば、郵便事業体はそ

の収益性の高い市場を奪われ、収益の出ない

市場のみでサービスを提供するという持続不

可能な立場に追い込まれてしまうだろう。

相互補助が競争によって脅かされる恐れのあ

る場合、少なくとも2つの解決策が考えられる。

１つは、都市部では割安の配達料金を認め

るなど、地理的な料金格差を容認することで

ある。スペインはずっと以前から市内郵便を

市外への郵便より割安にするという2段階の料

金システムを採用している。ニュージーラン

ドでもかつて、地方の顧客は農場入口まで郵

便を配達してもらうのに追加料金を支払わな

くてはならなかった。

2つ目の解決策は、競争に中立的な仕組みを

通じて相互補助を賄うことである。いくつか

の国では、ユニバーサルサービスを維持する

ための資金を全郵便事業者に課される課徴金

で賄う仕組みを作っているか、作ることを検

討している。こうした基金が設立されている

場合には、補助を効率的に行うとともにその
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金額を最小限にとどめ、さらに郵便事業体へ

の補償金が必要最低限の金額を超えないよう

にするため、異議申し立てができるようにす

べきである。

幾つかの国では郵便部門を完全に自由化し

ているが、他の諸国の郵便事業体は比較的狭

いながらも一定の分野を保持している。自由

化を進めている国では、サービスの質は向上

し、収益力は強まり、雇用は増え、料金は実

質的に低下している。

1999年半ばの時点で、郵便部門を完全に自

由化しているのはフィンランド、スウェーデ

ン、ニュージーランドの3ヶ国である。このう

ちスウェーデンとニュージーランドでは、書

状の配達についてはいくつかの業者が競合し

ている。フィンランドでは、自由化から数年

たっているにもかかわらず、新規参入者は現

れていない。これはユニバーサルサービスの

負担の大きさを恐れているためのようである。

自由化の利点は何か

一人あたりの平均書状投函数
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ニュージーランドでは郵便部門の免許制を

撤廃している。オーストラリアとオランダで

も郵便事業体が確保する分野は大幅に縮小さ

れている。

改革は郵便部門の雇用減少につながると懸

念する声がしばしば聞かれるが、報告によれ

ば、オーストラリアとオランダでは、改革に

よって郵便事業体が提供するサービスが多角

化し、郵便部門の雇用者数は増加している。

オーストラリアとニュージーランドでは、

ニュージーランドにおける自由化の影響

1987年には、ニュージーランド・ポストは

1.75NZドル以下で500グラム未満の書状の配

達を独占していた。その後の度重なる法改正

によって、ニュージーランド・ポストの独占

分野は200グラム以下で80セント未満の書状

へと狭められた。そして最終的に1998年4月1

日をもって、ニュージーランド政府はニュー

ジーランド・ポストによる書状配達の法定独

占を完全に廃止した。現在では、法律上、い

かなる企業、個人も法で定められた要件を満

たしていれば書状配達事業を行うことができ

る。最も重要な要件は、書状配達業者はすべ

て登録しなければならないということである。

登録申請を却下できるのは、申請者が特定の

犯罪で有罪宣告を受けている場合のみである。

料金が80セントを超える配達事業のみを行う

場合には、登録は義務付けられていない。

規制緩和の実施時点では、ニュージーラン

ド・ポストは2種類の書状郵便サービス（翌日

配達は80セント、2～3日後の配達が40セント）

を提供していた。

新体制がスタートしてからわずか8ヶ月後の

1998年12月末までに登録業者は17社に達し

た。その大半は地方の小企業だが、ファース

トウェイ・ポスト（ファーストウェイ・クー

リエの子会社）は全国規模のリテール網を確

立しつつあり、ニュージーランド・ドキュメ

ント・エクスチェンジ（ドキュメント配達サ

ービスで長年の実績を持つ）は、大都市の中

央ビジネス街で30セントの定期配達サービス

を開始した。ナショナル・メール（ニュージ

ーランド）社も全国規模の配達サービスを計

画している。これらの3社は、ニュージーラン

ド・ポストとサービス利用契約について交渉

を行っており、現在は1通につき37から38.2

セントを支払っている。

ニュージーランド・ポストももちろんこう

した競争への対策を打ち出している。それは、

ガソリンスタンドと小売店に全く新しい自前

のリテール網を構築し、35セントで標準的書

状を配達するというものである。

ニュージーランドの郵便部門における競争

は、まだ始まったばかりであるが、すでに

OECDのどの国よりも熾烈化しそうな様相を

見せている。これまでの状況からすると、規

制緩和は値下げや新製品・サービスの登場に

つながる可能性が強い。

郵便事業体は利益を出しており、何年も前か

ら度々郵便料金を実質的に引き下げている。

ニュージーランドの報告によれば、民間事業

者は郵便事業体より格安なサービスを提供し

ている。ニュージーランドもスウェーデンも、

非商業ベースのサービスの提供義務について

郵便事業体に直接的な補償を行っているわけ

ではないが、サービスの質を維持する上で問

題は生じていない。ニュージーランドの郵便

事業体は、国内の一部地域で実験的に高品質

サービスを提供している。
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競争法は郵便部門にも通常適用されるのが、

他の公益事業部門と同様に、規制当局によっ

て特に権限を与えられている活動に対しては

競争法に基づくルールの下で異議申し立てを

行えないのが普通である。

郵便部門では、郵便事業体は、選別的値引

きや抱合せなど様々な手段を通じて、郵便市

場の競争部門で反競争的な行動をとることが

できる。こうした行為は競争市場で値引きを

行うのと同じであるが、（値引き幅が大きけれ

ば）結局は反競争的な相互補助や略奪的料金

設定を行うのと同じことになる。（利益最大化

という厳しい目標が設定されていないかもし

れない）国営企業の場合、反競争的な相互補

助につながる可能性の方が高い。

企業が反競争的な相互補助を行っていると

いわれるのは、その企業が競争サービスを長

期的な平均増分コストより安い料金で提供し

ている場合である。この部門に競争を導入す

る目的にもよるが、郵便事業体の料金の下限

が規制当局によって高めに設定される場合も

ある。

多くの国は（EC郵便指令にならって）、相

互補助を見抜く手段として、郵便事業体事業

の会計を競争力のある業務とそうでないもの

とで分けるよう義務付けている。多くの場合、

こうした会計の分離は（やはりEC郵便指令に

ならって）「全部配賦原価」計算に拠っている。

全部配賦原価アプローチは、経済的に意味

のある成果も反競争的な相互補助を探知する

ための信頼できる下限料金ももたらさない。

多くの場合、公的な郵便事業者の会計と情報

収集手続きは十分に厳密なものではないから

である。

例えば、カナダの競争局長がかつてまさに

この点について次のように論じている。

局長の「長年の主張は、原価計算システム

はせいぜい広範なサービス分野の原価の合理

的概算を提示するに過ぎず、それのみでは、

独占サービスの収益による競争サービスへの

相互補助を防ぐことはできない、ということ

である。」

コストについて信頼できる情報を入手する

のが難しいとなると、反競争的な相互補助を

確実に防ぐことができるのは、（オランダのよ

うな）民営化か、自由化（すなわち残存して

いる確保分野の撤廃）、あるいは、水平型ない

し垂直型の分離といった構造的あるいは規制

的な措置によってのみということになる。水

平型の分離では、郵便事業体は速達や小包の

ような競争サービスから締め出されることに

なる。いくつかの国は、こうした競争サービ

スについては独立の子会社を通じて提供する

よう義務付けている。垂直型の分離では、最

終的な配達とそれ以外の郵便業務とが分離さ

れる。遠隔地や地方での郵便配達を外部の業

者に委託している国もあるが、今のところ、

配達業務をそれ以外の郵便業務から制度的に

切り離そうとしている国はない。
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郵便部門における競争に関するこの研究の

重要ポイントは次のように要約できる。
■ 郵便部門における競争に対する規制は撤

廃すべきである。
■ 郵便部門における自然独占的要素に対す

る懸念が残る場合には、サービスを民間

に開放することで問題を処理できる。
■ 原価以下でのサービスの提供を義務付け

る価格統制が残っている場合、原価割れ

のサービスについては競争上中立的な方

法で資金を賄うべきである。
■ 郵便事業体に残されている競争優位と競争

劣位（免税など）は、撤廃すべきである。
■ 民営化や構造的分離は、相互補助や、新規

参入者より安価な反競争的サービス提供に

使われる恐れのある資金の源を排除できる。

結果として競争が増すことで、OECD諸国

の郵便部門における効率性、生産性、イノベ

ーション能力が大幅に向上し、ひいては全体

の競争力と経済成長に寄与するものと期待で

きる。

本報告書に関する詳細については、ダリル

・ ビ ガ ー （ e メ ー ル ：

darryl .biggar@oecd.org、電話（33-1）

45.24.18.27）まで照会願いたい。
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